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堺健医第    号 

令和 7 年 月 日 

 

●●様 

 

堺市健康医療政策課 

 

積極的医療機関設定に関する内諾について（通知） 

 

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、貴院より申請いただきました積極的医療機関の設定申請につきましては、下記の会

議にて協議、承認、報告のうえ、正式に設定されることを条件として、貴院を積極的医療機

関の候補として内諾することをお知らせします。 

 

記 

 

1. 大阪府堺市保健医療協議会において、協議すること。 

2. 大阪府医療審議会在宅医療推進部会及び大阪府医療審議会に報告すること。 

 

＜予定＞ 

令和 8年 2月   大阪府堺市保健医療協議会 

令和 8年 2～3月  大阪府医療審議会在宅医療推進部会及び大阪府医療審議会 

大阪府ホームページにて、府内の積極的医療機関を公表 

【連絡先】 

堺市 健康福祉局 健康部 健康医療政策課 

 〒590-0078 堺市堺区南瓦町 3 番 1 号 

 TEL：072-248-6004 FAX：072-228-7943 

 Email：kenki@city.sakai.lg.jp 


